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石 川 県 内 水 面 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

平 成 二 十 九 年 二 月 二 十 八 日

石 川 県 知 事 本谷 正

石 川 県 規 則 第 二 号

石 川 県 内 水 面 漁 業 調 整 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 内 水 面 漁 業 調 整 規 則 ( 昭 和 四 十 四 年 石 川 県 規 則 第 四 十 四 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 十 九 条 第 二 号 中 「 軌 道 用 鉄 橋 」 を 「 大 日 橋 」 に 改 め 、 同 条 第 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

五 犀 川 左 岸 雪 見 橋 下 流 端 か ら 下 流 八 十 四 ・ 五 メ ー ト ル の 地 点 と 右 岸 同 橋 下 流 端 か ら 下 流 八 十 一 ・ 五 メ ー ト ル の 地

点 を 結 ん だ 線 か ら 下 流 三 十 メ ー ト ル ま で の 区 域

第 二 十 九 条 中 第 八 号 を 第 九 号 と し 、 第 七 号 を 第 八 号 と し 、 第 六 号 を 第 七 号 と し 、 第 五 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

六 犀 川 左 岸 雪 見 橋 下 流 端 か ら 下 流 四 百 五 十 六 メ ー ト ル の 地 点 と 右 岸 同 橋 下 流 端 か ら 下 流 四 百 五 十 二 ・ 五 メ ー ト ル

の 地 点 を 結 ん だ 線 か ら 下 流 二 十 五 メ ー ト ル ま で の 区 域

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 九 年 三 月 二 十 日 か ら 施 行 す る 。

こ の 規 則 の 施 行 前 に し た 行 為 に 対 す る 処 分 又 は 罰 則 の 適 用 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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